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　建物に附帯する工作物の調査範囲については、隣接地の所有区分を十分に確認して、現地にて監
督職員とも協議して決定する。

　この契約による業務を履行するための個人情報の取扱いについては、用地調査等業務共通仕様書
（高知県土木部発行）によるほか、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。また、別記「個
人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。再委託をする場合は、再委託先についても同様
とする。

　業務の履行に当たって作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況（以下「管理体
制等」という。）について、定期及び随時に、点検を実施し、監督職員に報告すること。

　管理体制等については検査を行うものとし、その検査に先立ち、受注者は７月に高知市個人情報
取扱委託業務に関する個人情報取扱状況報告書（様式第１号）又は個人情報の取扱状況等を報告す
る書面を監督職員に提出すること。

家屋等の工損調査（事前調査）委託業務　特記仕様書

調 査 の 内 容 建 物 調 査 木造建物　１棟 非木造建物　３棟

附帯工作物調査

　本業務は、高知市が発注する海老川市民会館等複合化整備工事の施工に先立ち、工事に起因する
地盤変動並びに工事振動等により、隣接する周辺の建物等に損傷等の影響が及ぶ可能性があるた
め、工損調査等（事前調査）を行うものである。

　工損調査を行う範囲及び権利関係（工作物含む）について、書類調査や関係者からの聞取りを行
うなどして十分に確認すること。

委 託 業 務 内 容 家 屋 事 前 調 査

委 託 業 務 名

委 託 業 務 場 所

　管理技術者と主任担当者は原則として同一者がなるものとし、事前に監督職員と協議すること。

　測量機械器具の検定証明書を提出すること。

　現地調査の前に、監督職員と打合せを行ったうえ、権利者と調査日程等の調整を行い、工損調査
に入ること。また、業務の実施にあたっては、その結果等を監督職員に逐次、報告すること。

海老川市民会館等複合化整備工事に伴う家屋事前調査委託業務

木造建物　１棟 非木造建物　０棟

４件

　本業務は、高知市「地盤変動により生じた建物等の損傷に係る調査（工損調査等）仕様書」（以
下、「仕様書」という。）に基づき実施する。また、「工損調査等の留意事項」を参照すること。



別紙 １

・調査区域

高知学芸中学校・高等学校

調査対象地



別紙 2

・調査位置図（物件№　調査建物№）

№１-1

№2-1

№2-2

№2-2

№4-1

№3-1

№1-2

№2-3



別紙 3

・調査対象物件

1 非木造建物 イ 200㎡未満 1 棟

2 工作物 100㎡以上300㎡未満 1 箇所

1 木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 1 棟

2 非木造建物 ハ 200㎡未満 2 棟

3 工作物 300㎡以上630㎡未満 1 箇所

1 工作物 300㎡以上630㎡未満 1 箇所

1 工作物 100㎡以上300㎡未満 1 箇所

内部調査有り

内部調査有り
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別紙 4

・ＫＢＭ位置

ＫＢＭ(基準点）



























別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人

情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号。以下「法」という。）その他関係法令を遵

守し、適切に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後にお

いても、また同様とする。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の漏えい、滅失、改ざん、毀

損等の防止その他の個人情報の適切な管理のために、法その他関係法令に基づき、高知

市保有個人情報の安全管理のための措置に関する取扱要綱（令和５年２月 24 日制定）に

定める安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の措置に係る規定等を整備するとともに、管理責任者及び業務従事者の管

理体制及び実施体制並びにこの契約による業務を処理するための個人情報の管理の状

況に係る自己点検に関する事項等の必要な事項を定め、この契約による業務を処理する

ための個人情報を取り扱うまでに書面により甲に通知しなければならない。 

（従事者への監督及び教育の実施） 

第４ 乙は、この契約による業務の処理に関し、個人情報を取り扱う従事者を明確にし、

当該従事者が本特記事項を遵守するように監督するとともに、在職中及び退職後におい

ても、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関して必要な事項につ

いて、教育及び研修をしなければならない。 

（取得の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（取扱制限） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う権限を有す

る従事者及びその従事者に付与する権限を必要最小限のものとし、取り扱う権限を有し

ない従事者に個人情報の取扱いをさせてはならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た

個人情報をこの契約による業務の目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 



 （消去等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報又は個人情報が記録されてい

る媒体（端末及びサーバに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合は、甲の指

示に従い、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該個人情報の消去又は

当該媒体の廃棄を行わなければならない。 

（複製等の制限） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の複製及び送信並びに個人情

報が記録されている媒体の個人情報を取り扱う事務を実施する区域外への送付又は持

ち出しをしてはならない。ただし、甲の指示又は承諾がある場合は、この限りでない。 

（再委託等の制限） 

第 10 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲

の承諾を得た場合に限り、その取扱いを再委託先（再委託先が乙の子会社である場合を

含む。）に委託することができる。再委託先が再々委託を行う場合を含み（再々委託先

が再委託先の子会社である場合を含む。）、以降もまた同様とする。 

  (再委託先等の安全管理措置) 

第 11 乙は、再委託を行う場合は、再委託先に対して本特記事項における安全管理措置を

講じさせなければならない。再委託先が再々委託を行う場合を含み、以降もまた同様と

する。 

 （資料等の返還等） 

第 12 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが取得

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（第９ただし書の規定により複製し

たものを含む。）を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは第８

に規定する消去又は廃棄をするものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方

法によるものとする。 

（点検及び実地検査等） 

第 13 乙は、定期に、及び甲から報告を求められた場合は随時に、乙がこの契約による業

務を処理するための個人情報の取扱状況及び本特記事項の遵守状況について点検を実

施し、甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するための個人情報の取扱状況及び本特記事項

の遵守状況について、随時実地により乙に対して検査を行うことができる。 

３ 乙がこの契約による業務の処理を再委託する場合は、乙を通じて、又は甲により前項

の検査を実施する。再委託先が再々委託を行う場合を含み、以降もまた同様とする。 

４ 乙は、前３項に定める点検又は実地検査の結果、甲からこの契約による業務を処理す

るための個人情報の取扱いに関して改善を指示された場合は、その指示に従わなければ

ならない。 

（事故発生時等における対応） 

第 14 乙は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

きは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 



２ 乙は、本特記事項に違反した者に対し、法令又は内部規程その他関係規程に基づき厳

正に対処しなければならない。 

（損害賠償） 

第 15 乙は、本特記事項に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

（契約の解除） 

第 16 甲は、乙が本特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することが

できる。 

 

注１ 「甲」は高知市を、「乙」は受託者をいう。 

 ２ 個人情報に係る業務の処理の委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加するもの

とする。 


